
                            主文
        被告人を懲役４年６月に処する。
        未決勾留日数中７５０日をその刑に算入する。
        訴訟費用は被告人の負担とする。
                            理由
（犯罪事実）
  被告人は，指定暴力団五代目Ａ組Ｂ組組長であるが，東証１部上場企業であるＶ
株式会社の子会社で，東京都中央区Ｃａ丁目ｂ番ｃ号（当時）に本店を置き機械製
品等に関する輸出入及び売買等を目的とするＶ商事株式会社（以下「Ｖ商事」とい
う。）の当時の取締役営業統括部部長であったＤが，株式会社Ｅの代表取締役Ｆ及
びＧ企画代表者ことＧらと共同して産業廃棄物事業を計画し実行するに当たり，産
業廃棄物処分場の買収資金等を捻出するため，Ｖ商事の了解を得ないまま，Ｆが入
手した多数の約束手形に「Ｖ商事株式会社取締役営業統括部長Ｄ」と裏書するなど
していたところ，その割引が得られないまま，同約束手形がいわゆる金融ブローカ
ー等に交付されるなどしたため，Ｇ，Ｄ及びＦから，その返還交渉を依頼され，同
約束手形の一部（額面金額合計３億８０００万円）を入手したことなどを奇貨とし
て，Ｄの上記手形行為にかこつけて，Ｖ商事から金員を喝取しようと企て，平成９
年７月１３日ころから同月１９日ころまでの間，数回にわたり，神戸市中央区Ｈ通
ｄ丁目ｅ番ｆ号にあるＩホテル等にＧを呼び出し，同人に対し，「Ｊはどない言う
とるのや。Ｊに１回会わせ。わしがＪとこへ出向こうか。」，「この
場でおまえが段取りができないんだったら，わしが行くぜ。」，「この手形は，わ
しが持っとる分でも非常に値打ちがあるのや。このままＶが横向いてるのであれ
ば，わしはわしなりの手ぇ打つぞ。」，「わしらの連れにも，悪の弁護士がおっ
て，相談したらこれは金になる言うとるぞ。」，「新聞社待たしとる。新聞社に話
聞かそうか。」，「右翼を雇うて拡声器で，事務所の前でもの言うぞ。チラシをま
くぞ。」，「若いもんがＶ商事の事務所へ直接行くぞ。若い衆が押し掛けたら仕事
はできなくなる。」，「天井と床が逆になるぞ。」，「手形のサルベージは非常に
高うつくぞ。金もかかる。わしも，いつまでもボランティアをやってるわけにはい
かん。」，「おまえ，それぐらいのこともよう決めんのか，よう言わんのか。はっ
きりと言わんかい。その場でおまえがよう決めないんだったら，わしが言って話を
決めようか。」，「土日にＪさんは関西に出向くことが多い。宝塚に娘さんが住ん
どる。お孫さんがいる。」，「Ｊはどう思うとんや。どう考えとるんや。Ｊに出会
わせ。Ｊが実際どう思うとんのか確認をする。」，「宝塚のうちに分からんように
弾打ち込んで脅かす。」などと申し向け，Ｇをして，その都度，当時のＶ
商事代表取締役社長であったＪ（当時６１歳）にその旨伝えさせて脅迫するととも
に，金員を要求し，次いで，同月２４日ころ，Ｖ商事本店にいたＤに電話をかけ，
同人に対し，「わしのところにあるこの回収した手形について，Ｊさんに会いた
い。あんたも一緒に会ってくれ。そっちに行って説明する。」などと申し向け，そ
のころ，Ｄをして，Ｊにその旨伝えさせ，同人に被告人との面談を余儀なくさせ，
同日，東京都中央区Ｋｇ丁目ｈ番ｉ号にある日本料理店「Ｌ」日本橋店内におい
て，Ｊに対し，「Ｇ，Ｍはうそつきや。わしらの業界もなめられたもんやな。」，
「子供さんはどこにおられるか。」，「ボランティアをやっとるんやない。」，
「Ｊさん，誠意を見せなさい。」などと申し向けて暗に金員を要求し，さらに，同
年８月４日ころ，Ｖ商事本店にいたＤに電話をかけ，同人に対し，「Ｄさん，明日
の支払，大丈夫か。」，「今更何を言うとるのか。何度確認させるんか。今までお
まえはおれの部屋に来てたわけだけれども，何のために来てたんだ。よく分かって
るのか。自分の腹に替えても，この払いについては実行さすと言うたやないか。今
更できませんじゃあ，ただじゃあすまんぞ。Ｊにもよく言っとけ。」などと
申し向け，同日，Ｄをして，Ｊにその旨伝えさせ，その金員要求に応じないときに
は，Ｖ商事及び親会社であるＶ株式会社（Ｖグループ）の信用及び業務のみなら
ず，Ｊ及びその家族の生命，身体等にいかなる危害を加えるかもしれない気勢を示
して，Ｊを畏怖させ，よって，同月５日，東京都港区Ｎｊ丁目ｋ番ｌ号Ｏホテルに
おいて，Ｊから，Ｇ及び株式会社Ｐ代表取締役であるＭを介し，現金５０００万円
及びＱ銀行Ｒ支店支店長Ｓが振り出した小切手（額面金額５０００万円）１枚の各
交付を受け，もって，人を恐喝して財物を交付させた。
（証拠の標目）
省略
（事実認定の補足説明）



１　弁護人の主張
    弁護人は，被告人が，Ｖ商事代表取締役社長Ｊから１億円を受領したことは認
めながら，要するに，①被告人は，Ｊとの直接のやりとりで害悪を告知したことが
ないことはもとより，Ｇ及びＤを介しても，Ｊに対して脅迫文言を伝えたことはな
く，脅迫行為は一切しておらず，②被告人は，Ｖグループの依頼により手形の回収
をしたりその流通を阻止したことから，Ｖグループからの報酬ないし謝礼として１
億円を受領したものであって，被告人は，無罪であると主張し，被告人もこれに沿
う供述をするので，以下検討する。
２　前提となる事実関係
    関係各証拠によれば，本件の経緯等として以下の事実が認められ，これらの事
実については，被告人も，おおむね争わない。
    すなわち，Ｇは，平成７年春ころ以降，阪神大震災に関連した産業廃棄物運搬
等の事業に携わるようになり，大分県中津市にある管理型最終処分場株式会社Ｔ
（以下「Ｔ」という。）の買収にも関与したものの，買収は失敗に終わった結果，
多額の債務を負うこととなり，厳しい取立てを受けた際，知り合いの暴力団組長か
ら被告人を紹介され，その助力を受けるなどして，被告人との関係を深めた。
    一方，Ｖ商事では，平成７年７月ころから，Ｄが取締役営業統括部部長に就任
し，産廃事業への参入準備をしていたところ，平成８年夏ころ，株式会社Ｅ代表取
締役Ｆがその計画に参画することとなり，そのころ，産廃事業計画を通じて，Ｇ，
Ｄ，Ｆらが知り合い，同年１１月１８日，３者の間で業務委託契約書が作成される
に至った。他方，被告人は，ＧとＴの問題にかかわったことを契機として，Ｔへの
関与を強め，Ｇの紹介を受けたＤ，Ｆと被告人との間で，Ｔの売買交渉が進んだ。
    平成９年２月２４日ころ，Ｆは，Ｔとの間で，代金５億円でＴの営業権を譲り
受ける旨の覚書を作成したものの，資金調達に困難を来し，手形を割り引いて資金
を調達するため，Ｄが手形行為に関する権限を有していないことを知りながら，Ｄ
に対し，約束手形にＶ商事取締役であるＤの裏書や手形の表面にＤの肩書を付した
券面保証といった無権限の手形行為をするよう依頼したところ，これに先立ってＦ
の借金の保証をしていた関係で金に困っていたＤはこれに応じ，同年４月ころ，自
ら又はＦらに依頼して，数回に分けて，Ｆが入手してきた約束手形に無権限で裏書
や手形保証などの手形行為をした（以下，Ｄが無権限の手形行為をした約束手形を
便宜上「Ｄ手形」という。）。これらのＤ手形のうち５億７０００万円分は鳥取県
のＵに，２億９０００万円分は京都市のＷに渡り，３億８０００万円分は，同年６
月６日ころ，ＦがＸからいわゆる手形の「パクリ」（他人に手形を預けたが，預か
り証をもらうことができなかったという意味）にあい，その手に渡った。
    ところで，被告人は，Ｔ売買の経過に関与していた関係で，Ｇ及びＦらから上
記Ｄ手形問題を聞き知っていたところ，このころ，Ｇ，Ｄ及びＦは，Ｆが上記「パ
クリ」にあったことなどから，Ｄ手形の問題がＶ商事の手形スキャンダルとして顕
在化することを何としても阻止したいと考えて，被告人にＤ手形の回収方を依頼し
た。
    そこで，被告人は，この依頼を引き受け，自らあるいは配下のＹに指示するな
どして活動を開始し，Ｘに渡った３億８０００万円分は，直ちに取り戻して被告人
の手元に置き，Ｕ，Ｗに渡った合計８億６０００万円分については，とりあえずそ
の流通を止めることに成功した。
    Ｊは，同年７月９日ころ，Ｕや銀行からの問い合わせをきっかけとしてＤ手形
の問題を知り，Ｄを問いつめたところ，Ｄは，当初，その関与を否定していたが，
その後の同月半ばころ，これを認めるに至った。他方，同月１３日ころ，被告人
は，ＪＲ神戸駅付近にあるＩホテルのレストランでＧと会い，Ｇは，翌日ころ，大
阪市北区中之島にあるＺホテル地下１階日本料理「α」でＪと会い，さらに，被告
人は，同月１８日ころ，滞在していた東京都港区βにあるＯホテルの自室でＧと会
い，数日後，Ｇは，東京都港区γにあるδホテルの喫茶店でＪと会った。また，被
告人は，Ｄとも面前で又は電話で連絡を取り，Ｄはその都度Ｊに報告をした。
    同月２４日，Ｊと被告人は，Ｖ商事本社裏にある日本料理店「Ｌ」で初めて顔
を合わせ，Ｄ，Ｇ及びＰのＭとともに会食した。
    Ｊは，同月２５日ころ，被告人に１億円を渡すことを決め，内容虚偽の稟議書
を作成させた上，役員会を経て１億円を捻出し，同年８月５日，Ｇ及びＭを介して
被告人に１億円を渡した。
３　関係各供述の信用性について
  (1)　証人Ｊの公判供述（以下「Ｊ証言」という。）



    ア　脅迫行為の相手方であり，本件当時，Ｖ商事代表取締役社長であったＪ
は，公判廷で，以下のとおり供述する。
        平成９年７月１４日ころ，Ｚホテルのロビー及び料理店「α」で，Ｇか
ら，「手形の一部がよからぬところへ行っている。」と聞き，被告人の言葉とし
て，「Ｖ商事の対応によっては，手形のスキャンダルをマスコミにばらす。若い衆
を本社にやって取り立てて，業務を妨害する。街宣車を出して，マイクで通行人に
叫ぶ。手形スキャンダルを暴く。一回Ｊと話したい。」と言っていると聞いた。次
に，同月１７日ころ，ＧがＭとともにＶ商事本社に来て，Ｊ以外に，常務２名がい
る場で，被告人の言葉として，「手形のスキャンダルをマスコミにばらす。会社に
取り立てに来る。若い者をよこす。本社の前で街宣車でスキャンダルを叫び，ビラ
をまく。Ｊに会いたい。」などと聞かされた。更に，同月２２日ころ，δホテルの
喫茶店で，Ｇ及びＭと会い，同様の内容を伝え聞かされた上，「とにかく即，金を
出さんと，大変なことになります。社長自身の身辺にも危険が及びますよ。家族に
も及びますよ。」などと言われた。そして，同月２４日夕方，外出先から帰ったと
ころ，Ｇ，Ｍ及びＤから，被告人がすぐ近くまで来ていて，会わざるを得ないと言
われ，やむを得ず，Ｊと上記３名が被告人と日本料理店「Ｌ」で会食する
こととなった。その際，被告人から，「Ｇ，Ｍはうそつきや。わしらの業界もなめ
られたもんやな。わしらボランティアをやっとるんやない。Ｊさん，誠意を見せな
さい。」などという発言があり，娘や孫の住まいの話も出て，余りいい気持ちがし
なかったが，最後は，よろしくお願いしますと言って別れた。この会談の後，会社
の信用を守るためには，被告人に金を渡して解決するしかないと考えるようにな
り，同月２５日，Ｇ，Ｍ及びＤと話し合い，１億円を出すこととしたが，同年８月
２日，更に，Ｄから，電話で，金を出さないと大変なことになると言ってきた。そ
こで，Ｄに，役員会で説明できる稟議を作るよう指示し，その結果，同月４日，Ｐ
に手付金として１億円を支払う旨の内容虚偽の稟議書を作成し，稟議を経て，同月
５日，Ｐの銀行口座を経由して被告人に１億円を支払った。
        要するに，Ｊは，平成９年７月１４日ころ，同月１７日ころ及び同月２２
日ころの３回にわたり，Ｇを介して被告人から脅迫され，同月２４日，被告人と直
接面談し，暗に脅迫を受け，その結果として被告人に１億円を支払った旨，ほぼ公
訴事実に沿う供述をしている。
    イ　このようなＪ証言の信用性についてみると，その証言内容は具体的かつ詳
細であり，ＧやＤから被告人の言葉を伝え聞いたときの心情や，被告人の言葉を伝
えるときのＧやＤの緊張した表情等をありのまま供述したかなり迫真性に富んだ自
然なものである。そして，Ｊは，被害者の立場とはいえ，暴力団組長である被告人
に，会社が１億円を渡さざるを得なくなった経緯について，社会に知られないまま
２年間も経過し，自己も既に円満退職した時点において，あえて被告人に不利益な
虚偽供述を作出する動機も乏しいことに加え，弁護人らの詳細な反対尋問に全く崩
れていないことなどから，その証言は高い信用性を有するというべきである。
  (2)　証人Ｇの公判供述（以下「Ｇ証言」という。）
    ア　Ｇ企画代表者であるＧは，公判廷で，Ｄの不正な手形行為に関与するに至
った経緯等のほか，被告人から，Ｖ商事の手形スキャンダルをマスコミにばらすな
どという脅迫文言を同社のＪ社長に伝えたこと，被告人に渡す１億円を捻出するた
め，Ｊ，Ｄ及びＭらと相談し，取引があったような架空の伝票作成等を手伝った
旨，Ｊの供述を裏付ける証言をする。
    イ　Ｇの供述は，被告人の脅迫文言をＪに伝えるものとして極めて重要な意味
を有するところ，Ｇは，自分自身の負債処理の問題や，Ｔ売却に絡んで被告人に迷
惑を掛けており，被告人から厳しく叱責される立場にあったことなどから，Ｖ商事
から被告人に金を出させることによって，自らの窮地を脱したいという動機のあっ
たことは否定できず，その信用性を特に慎重に吟味すべきことは，弁護人が指摘す
るとおりである。
        そこで検討すると，Ｇの供述は，日常業務に関して日々の行動内容等を子
細に記入していた業務日誌（Ｇの平成９年の日記帳，平成１２年押第２０３号の
１）に忠実に裏付けられたものであって，日時，場所，関係者等の正確性は十分に
担保されているとみることができ，その内容も，Ｄによる権限なき手形行為という
一連の不正活動の経緯に深く関与したという自己に不利益な事情について認めた上
で，本件に至る経緯，被告人との交渉状況，被告人の言動，関係者の対応等を述べ
たものであり，Ｇらが依頼したＤ手形の回収に尽力してくれたことなど，被告人に
有利な事情をも含め，極めて詳細で具体的なものであって，主尋問，反対尋問を通



じて一貫しており，格別不自然なところもない。そして，被告人が，Ｄ手形が市中
に流れたり，マスコミに漏れたりすれば大変なことになるなどと言いつつＪに面談
を強く求めていた状況等については，証人Ｍ及び同Ｄも，公判廷において，これと
符合する供述をしている。Ｍは，７月１８日のＯホテルでのＧと被告人の会談に一
部同席し，その後も，被告人と喫茶店で会談した状況について述べているものであ
り，Ｄは，同月１９日，Ｏホテルに呼びつけられた際の状況について述
べているものであるが，Ｍは，少なくとも，この時点における被告人の言動等につ
き，殊更虚偽の供述をするおそれがあるとまでは認められず，Ｄの供述も，おおむ
ね信用できることは後記のとおりであり，Ｇも，Ｍ，Ｄも，それぞれある意味で
は，被告人に負い目を感ずる事情がないとはいえないものの，被告人との関係やＶ
商事における立場等が全く異なる上記３名が，同時にあるいは近接した時点におい
て，それぞれ直接体験したこととして上記のような供述をしていることに照らせ
ば，これらの証言は，十分信用することができる。また，これら関係証拠によれ
ば，本件当時，被告人は，経済的に相当ひっぱくした状況にあったことがうかがわ
れるところ，被告人は，前記のとおりＧやＤらが，被告人にＤ手形の回収を依頼
し，被告人がそれなりの成果を収めた結果，ＶあるいはＶ商事に恩を売ったにもか
かわらず，Ｖ商事等から何の見返りもないことに強いいら立ちを覚えていたことは
明らかであって，上記各供述は，これらの事情とも十分整合性を持つものといえ
る。
        したがって，弁護人が指摘するその他の諸事情を含めて検討しても，Ｇの
公判供述は，その信用性に疑いを生じさせる事情があるということはできない。
  (3)　証人Ｄの公判供述（以下「Ｄ証言」という。）
    ア　当時のＶ商事取締役営業統括部部長であったＤは，平成９年３月ころ，Ｆ
から手形保証の要請を受け，同年４月１４日ころ，自己が支払保証をした債務の返
済に汲々としていたこともあって，これを了承し，次々と自己の記名印等を用いて
無権限の手形行為を行ったこと，同年６月６日ころ，Ｆが手形を「パクられた」の
で，被告人に手形を回収してもらいたいと考えて，Ｇに連絡を取ったこと，前項に
記載した事項を含め同年７月下旬ころ，幾度か被告人からＪに会わせろと要求さ
れ，その要求をＪに伝えたこと，同月２４日の会談後の同月２６日ころにも，「Ｊ
渋っとんか。まだ分かってないのかな。もう一回，自分が行って説明したろか。」
などと言われ，更に，同年８月４日にも，電話で，「今更できませんじゃ，ただじ
ゃすまんぞ。Ｊにもよく言っとけ。」などと大声で怒鳴られ，すぐにＪに伝達した
ことなどを公判廷で証言する。
    イ　Ｄ証言の内容は，相当程度に具体的かつ詳細であり，被告人から厳達を受
けたときの心情等について，実際に体験したものでなければ供述することができな
いような迫真性，体験性に富んだものである。加えて，自らがＦの依頼により無権
限の手形行為に及んだ事実及びその経緯等，犯罪行為とも評価されかねない自己に
不利益な事実や，被告人がＤらの依頼にこたえてＤ手形の一部を回収してくれた状
況といった被告人にとって有利な事情を含め，整合性のある供述をしており，反対
尋問にも揺らいでいないこと，被告人からの電話による脅迫文言をＪに伝えた状況
等について，前記のとおり信用できるＪ及びＧの各証言等の関係証拠とよく符合し
ていることなどの事情を総合すると，少なくとも関係各証拠と符合する範囲におい
て，Ｄ証言は十分信用することができる。
４　検討
  (1)　恐喝の実行行為及び被告人の故意について（弁護人の主張①）
    ア　前記２で認定した事実関係に加え，前記３で検討したとおり信用すること
ができる関係各供述を総合すると，被告人はＧ及びＤを介して，判示のとおりの文
言を告知しているところ，Ｊは，被告人が日本最大の暴力団組織である五代目Ａ組
の直参組長であることを知っていたのであり，そのような被告人から，判示のとお
り会社のスキャンダルを暴露する，Ｊ自身のみならずその親族の生命，身体に危害
を加えかねないなどという内容の文言を告知されたのであるから，Ｊが，自己又は
親族の生命，身体の安全を憂慮することはもちろん，Ｖ商事代表取締役社長とし
て，会社のスキャンダルが露見することにより同社の信用が低下することを危惧
し，何としてでもそれを回避するための行動を起こそうとすることは当然であっ
て，被告人の告知した文言は，社会通念上，相手方を畏怖させるに足りる程度の害
悪の告知であることは明らかである。
        そして，被告人が「Ｊさん，誠意を見せなさい。」などと申し向けて，暗
に金員を要求し，その後被告人がＶ商事から１億円を受領したことに照らすと，上



記の脅迫が金員の喝取に向けられたものであることもまた明らかであるから，その
行為は恐喝罪に該当し，また，被告人は自己の行為を具体的に認識していたと認め
られる以上，被告人に恐喝罪の故意があったことも優に認めることができる。
    イ　弁護人は，被告人は一切脅迫文言を告知しておらず，恐喝の故意もないと
主張し，被告人もこれに沿う供述をするのであるが，被告人の弁解供述は，先に検
討したとおり信用することができるＪ，Ｇ及びＤの各証言と，被告人が判示のとお
りの脅迫文言を告知したという本件罪体の核心部分において全く異なっており，
Ｊ，Ｇ及びＤの各証言と対比して信用することができず，この被告人の弁解供述を
前提とする弁護人の主張も採用することができない。
  (2)　権利行使の主張について（弁護人の主張②）
    ア　次に，弁護人は，被告人は，Ｇ及びＤらから依頼されたＤ手形の回収等の
活動を実際に行い，Ｄ手形問題を無難に処理したのであって，Ｄ自身，Ｄ手形のサ
ルベージには当然高額の謝礼をする必要があると認識していたことからも，被告人
にＶ商事に対する報酬ないし謝礼の請求権があることは当然であって，その額も１
億円を下らないなどと主張し，被告人もこれに沿う趣旨の供述をする。
    イ　そこで検討すると，なるほどＤが平成９年６月２０日ころ作成した「私の
お願い事項」と題する手書きの書面（平成１２年押第２０３号の符号１３「透明フ
ァイル１冊」に在中。）には，「締括り」として「Ｂ会長への感謝の表示→別途協
議」の記載があり，また，Ｄ自身，公判廷において同趣旨の証言をしていることか
ら，Ｄが被告人に対してなにがしかの金銭的謝礼を支払う意思があったことがうか
がわれる。
        しかしながら，①上記の「私のお願い事項」と題する書面には，Ｖ商事を
退職するとか，Ｆの債務の支払保証をした金を被告人において立て替えて支払って
ほしいなどといったＤの個人的な意見ないし要望等が記載されているにすぎず，こ
の記載をもって，被告人のＶ商事に対する報酬請求権が基礎づけられるものではな
いこと，②被告人にＤ手形の回収を依頼したのは，Ｇ及びＤらであって，当時Ｄは
Ｖ商事取締役ではあったが，Ｄに代表権がなかった以上，被告人がＤらからの依頼
を引き受けたからといって，被告人とＶ商事との間には何らの委託関係やそれに基
づく債権債務関係が発生するわけではないこと，③Ｄらが，Ｄ手形問題，すなわち
一連の無権限の手形行為という不正行為を行ったことに対する事後処理として本件
手形回収等を被告人に依頼したという経緯及び金融ブローカー等に転々流通を始め
たＤ手形を内密に，かつ，正当な法的手段によらずして回収してほしいという依頼
の趣旨は，いずれも本来的に脱法的色彩が強いことに加え，④被告人は，本質的に
反社会的犯罪集団である暴力団五代目Ａ組直参組長という自己の地位，権勢を利用
して，本件手形回収等の活動を行ったもので，被告人の手形回収等の
活動自体，反社会的な要素が強く，社会通念上正当なものとは言い難いことなど，
関係証拠により認められる事情を総合して考慮すると，被告人が依頼者であるＧ及
びＤらから，自発的に供与された道義的な意味での報酬ないし謝礼を受領すること
はともかく，被告人が民事法上の請求権として，本件手形回収等の委託関係におい
ては第三者に当たるＶ商事に謝礼等の支払を求め得るものではなく，結局，被告人
が，Ｊに対してはもとより，Ｖ商事ひいてはＶグループに対して，社会通念上正当
な権利を有しているとは到底認めることができない。
        なお，Ｊは，平成９年７月半ばころ，ＤからＤ手形問題への関与を告白さ
れた際，Ｄに手形回収を指示しているが，この事実をもってしてもＶ商事から被告
人に手形回収等を依頼したとは認められず，上記認定を何ら左右しない。
        そして，仮に被告人がそのような正当な権利を有していると考えていたと
しても，被告人が本件に関与するに至った経緯及び被告人の現実の活動内容等に照
らして，被告人が，正当な権利を有すると確信するための前提となる事実関係に何
らの錯誤も認められない上，被告人自身，前記のような言辞を用いたとすれば，恐
喝に当たり違法であると当公判廷で供述していたのであって，正当な権利行使とし
て違法性が阻却されるとは到底認めることができない。
    ウ　小括
        したがって，本件において弁護人が主張するような報酬ないし謝礼請求権
は認められず，本件恐喝罪の違法性が阻却される余地はない。
５　結論
    以上のとおりであって，判示の恐喝の犯罪事実はこれを優に認定することがで
きる。
（法令の適用）



  被告人の判示行為は刑法２４９条１項に該当するところ，その所定刑期の範囲内
で被告人を懲役４年６月に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中７５０日を
その刑に算入し，訴訟費用については，刑事訴訟法１８１条１項本文によりこれを
被告人に負担させることとする。
（量刑の理由）
１　事案の概要
    本件は，暴力団五代目Ａ組の直参組長である被告人が，被害者であるＶ商事株
式会社の当時の一取締役が無権限で裏書，券面保証の手形行為をした約束手形の回
収等の活動を行ったことを契機として，同社代表取締役社長を脅迫し，その結果，
同社から現金５０００万円及び小切手１枚（額面金額５０００万円）の合計１億円
を喝取したという巨額企業恐喝の事案である。
２　量刑上考慮した事情
  (1)　不利な事情
      被告人は，暴力団五代目Ａ組の現役の直参組長であり，本件はその地位，権
勢を最大限に利用して，金融ブローカー等の手に渡った手形の回収等の活動を行
い，うち一部の手形を手にしたことなどを奇貨として，東証１部上場企業の子会社
である被害企業から，合計１億円もの巨額の金員を喝取したもので，その犯行態様
は悪質であって，結果も極めて重大である。
      そして，被告人は，Ｖ商事から喝取した１億円を，ギャンブルによる借金の
返済等に全額費消したというのであり，現時点においても，被害者に対して何ら被
害弁償がなされていない。
      また，被告人は，捜査段階から公判段階に至るまで，暴力団組長である自分
が手形回収等の活動をした以上，当然高額の報酬ないし謝礼を請求する権利がある
などと，暴力団構成員特有の理屈に基づく身勝手な弁解に終始しており，反省の情
はうかがうことができない。
      加えて，被告人は，昭和３５年から平成６年までの間に，窃盗，恐喝，犯人
蔵匿，賭博開帳図利，賭博，貸金業法違反，出資法違反による前科合計８犯を有
し，これまでに３回服役したにもかかわらず，本件犯行に及んだものであり，何よ
りも被告人が長年反社会的犯罪集団である暴力団の組長としての活動を続け，現
在，暴力団五代目Ａ組の直参幹部であることからすると，被告人の犯罪性向は極め
て強固であると認められる。
      このような事情に照らすと，被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。
  (2)　有利な事情
      しかしながら，他方，被告人は，前判示のとおりの本件犯行に至る経緯にお
いて，Ｇ，Ｄ及びＦらの依頼を受け，Ｄによる無権限の手形行為の事後処理とし
て，Ｄ手形の回収等の活動を行った結果，現実に手形の流通を阻止して相応の成果
を上げ，結局手形スキャンダルは露見しなくて済んだのであり，本件犯行に至る経
緯における被告人の活動は，結果的に被害者であるＶ商事ひいてはＶグループ全体
に対して，手形スキャンダルによる信用低下を回避させ，相当の利益をもたらした
もので，被告人にＤ手形回収等を依頼したＧらの期待にこたえるものであったこと
のほか，Ｖ商事社長のＪをはじめとする被害者であるＶ商事側の思わくと必ずしも
矛盾するものではなかったとうかがえることなど，被告人にとって有利な事情も認
められる。
３　結論
    以上諸般の事情を総合して考慮し，被告人に対して，主文の刑を科することと
した。
（求刑・懲役８年）
    平成１５年６月１９日
        神戸地方裁判所第４刑事部
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